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は

じ

め

に

八
幡
林
遺
跡
の
時
代
的
変
遷

平
成
二
年
に
和
島
村
教
育
委
員
会
は
、
国
道
一
―
六
号
バ
イ
パ
ス
建
設
に
伴

う
八
幡
林
遺
跡
の
発
掘
調
査
を
実
施
し
た
。
そ
の
結
果
「
郡
司
符
」
及
び
「
沼

垂
城
・
養
老
」
と
記
さ
れ
た
木
簡
や
奈
良
―
―
一
彩
が
出
土
し
、
遺
構
面
で
も
土
塁

に
囲
ま
れ
た
掘
立
柱
建
物
が
検
出
さ
れ
る
な
ど
注
目
を
集
め
た
。
し
か
し
、
ニ

年
度
の
調
査
は
法
線
内
に
限
ら
れ
た
た
め
、
全
容
究
明
を
求
め
る
声
が
全
国
か

ら
寄
せ
ら
れ
た
。

和
島
村
で
は
、
そ
れ
を
受
け
文
化
庁
の
補
助
金
を
得
て
、
平
成
―
―
一
年
度
か
ら

五
年
度
ま
で
遺
跡
の
具
体
的
な
範
囲
や
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
確
認
調

査
を
実
施
し
た
。
こ
の
三
次
に
わ
た
る
調
査
で
、
中
心
的
な
建
物
と
考
え
ら
れ

る
四
面
庇
付
建
物
や
、
北
陸
道
の
支
道

・
低
湿
地
を
渡
る
木
道
な
ど
璽
要
な
遺

構
が
発
見
さ
れ
た
。
遺
物
で
も
、
正
式
な
作
法
に
の
っ
と
っ
た
文
書
行
政
の
地

方
へ
の
浸
透
を
示
す
文
箱
や
、
「
上
大
領
殿
門
」
と
宛
書
き
さ
れ
た
封
鍼
木
簡

な
ど
一

0
0
点
以
上
の
木
簡
、
「
大
領
」
「
郡
」
「
大
家
騨
」
な
ど
と
愚
書
さ
れ

i量
と
、
主
要
遺
物
の
出
土
状
況
に
つ
い
て
概
観
す
る
も
の
で
あ
る
。

た
土
器
が
四

0
0
点
も
出
土
し
、
古
志
郡
術
に
関
わ
る
施
設
で
あ
る
こ
と
が
明

こ
れ
ら
の
調
査
成
果
に
基
づ
い
て
、
以
下
で
は
八
幡
林
遺
跡
の
時
代
的
変
遷

ら
か
に
な
っ
た
。

田

中

靖

第 1図 八幡林遺跡位置図
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第2図 八幡林遺跡遺構配置模式図
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八幡林遺跡の時代的変遷

合
い
か
ら
、
前
者
が
先
行
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

掘
立
柱
建
物
は
、
梁
間
二
間

・
桁
行
五
間
の
も
の
が
最
大
で
、
建
物
の
軸
が
ほ

ぽ
東
西
棟
の
グ
ル
ー
プ
と
、
約
九
度
南
に
傾
く
二
種
類
が
あ
る
。
柱
穴
の
切
り

こ
の
建
物
群
を
取
り
囲
む
位
置
に
大
規
模
な
土
塁
・
堀
が
見
ら
れ
、
当
初
は

奈
良
時
代
の
掘
立
柱
建
物
が

一
棟
、
竪
穴
住
居
が
二
棟
確
認
さ
れ
て
い
る
。

【

B
地
区
】
（
四
面
庇
付
建
物
北
側
の
丘
陵
最
高
部
）

高
い
（
資
料
は
大
半
が
―

一
次
焼
成
を
受
け
て
い
る
）
。

各
地
区
の
概
要

溝
内
か
ら
は

「郡
司
符
」

「
沼
垂
城

・
養
老
」
と
記
さ
れ
た
一

・
ニ
号
木
簡

と
共
に
人
形

・
斎
串
が
出
土
し
、
何
ら
か
の
祭
祀
が
と
り
行
わ
れ
た
こ
と
を
物

こ
の
ほ
か
注
目
さ
れ
る
遺
物
と
し
て
、
奈
良
時
代
の
包
含
層
か
ら
出
土
し
た

罫
線
内
に
漠
数
字
を
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
記
す
三
号
木
簡

・
奈
良
―
―
―
彩

・
ロ
ク
ロ

挽
き
重
弧
線
文
の
軒
平
瓦

・
平
瓦

・
丸
瓦
が
あ
る
。
瓦
類
は
総
数
で
八
点
出
土

し
た
の
み
で
、
建
物
群
の
周
囲
で
は
確
認
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
本
遺
跡
内
に

瓦
葺
き
建
物
は
存
在
せ
ず
、
瓦
は
寵
の
部
材
等
と
し
て
搬
入
さ
れ
た
可
能
性
が

語
っ
て
い
る
。

跡
が
確
認
さ
れ
た
。

奈
良
時
代
の
井
戸

・

排
水
溝
と
、
平
安
時
代
の
製
鉄
炉

•

井
戸

・

畠
の
畝
の

【

A
地
区
】
（
四
面
庇
付
建
物
西
側
の
小
規
模
な
沢
地
）

【

D
地
区
】
（
四
面
庇
付
建
物
東
側
の
深
い
谷
地
）

の
必
要
が
あ
る
。

れ
て
い
る
。

【

C
地
区
】
（
遺
跡
中
央
に
位
置
す
る
舌
状
の
丘
陵
）

外
郭
施
設
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
後
の
調
壺
で
、
土
塁

と
建
物
の
一
部
に
重
複
が
見
ら
れ
、
土
塁
構
築
前
の
旧
表
土
か
ら
、
平
安
時
代

の
須
恵
器
が
出
土
し
た
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
奈
良
時
代
の
段
階
に
は
、
土

塁

・
堀
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

本
地
区
は
一二
年
間
に
及
ぶ
調
査
で
コ
ン
テ
ナ
ニ
箱
程
度
の
遺
物
し
か
出
土
し

て
お
ら
ず
、
文
字
資
料
も
「
足
嶋
」
と
墨
書
さ
れ
た
須
恵
器
杯
蓋
が
一
点
見
ら

れ
た
の
み
で
あ
る
。

丘
陵
頂
部
及
び
東
側
斜
面
に
人
為
的
な
削
平
面
が
観
察
さ
れ
、
そ
の
上
に
三

棟
の
掘
立
柱
建
物
が
構
築
さ
れ
て
い
た
。
頂
部
の
そ
れ
は
八
幡
林
遺
跡
最
大
の

も
の
で
、
梁
間
二
間

・
桁
行
五
間
の
身
舎
に
四
面
の
庇
が
付
く
。
こ
の
建
物
の

東
側
テ
ラ
ス
に
は
、
梁
間
二
間

・
桁
行
三
間
の
建
物
が
二
棟
重
複
し
て
発
見
さ

こ
れ
ら
の
建
物
群
の
時
期
は
、
伴
出
遺
物
か
ら
東
側
の
二
棟
が
奈
良
時
代
、

四
面
庇
付
建
物
は
、
平
安
時
代
の
初
期
と
考
え
ら
れ
る
。
後
者
は

I
地
区
に
所

在
し
た
「
南
殿
（
南
家
）
」
に
対
す
る
正
殿
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
が
、
年

代
の
根
拠
と
し
た
柱
掘
方
か
ら
出
土
し
た
小
型
の
杯
蓋
に
関
し
て
は
、
再
検
討

遺
構
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
奈
良
時
代
の
土
器
が
多
量
に
出
土
し
た
。

器
種
構
成
と
し
て
は
煮
沸
用
の
土
師
器
甕
が
卓
越
し
て
お
り
、
厨
等
の
施
設
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本
地
区
出
土
の
文
字
資
料
は
、
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
道
路
側
溝
か
ら
出
土
し
た

も
の
で
、
「
郡
」
「
郡
殿
新
」
「
石
屋
殿
」
「
石
屋
木
」
「
古
志
」
「
石
大
」
「
厨
」

と
黒
書
さ
れ
た
土
器
が
四
六
点
見
ら
れ
る
ほ
か
、
「
山
部
直
廣
万
呂
」
「
可
懸

干
」
「
鮭
郡
足
足
…
…
」
な
ど
と
か
か
れ
た
木
簡
が

一
四
点
出
土
し
て
い
る
。

れ
た
可
能
性
が
高
い
。

側
溝
を
持
つ
道
路
跡
と
、
湿
地
を
渡
る
た
め
の
木
道
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

掘
立
柱
建
物
は
、
ト
レ
ン
チ
調
査
で
あ
っ
た
た
め
全
容
を
確
認
で
き
た
例
は

り
、
八
六
三
年
を
一
応
の
下
限
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ら
れ
る
。

丘
陵
裾
を
削
っ
た
土
砂
で
低
地
を
埋
め
立
て
、

【

G
地
区
】

(
B
地
区
西
側
の
斜
面
）

大
半
が
過
去
の
鶏
舎
建
設
で
破
壊
さ
れ
て
い
た
が
、
奈
良
時
代
の
人
為
的
な

削
平
面
が
二
段
確
認
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
上
に
工
房
跡
と
考
え
ら
れ
る
大
型
の

竪
穴
住
居
一
棟
・
竪
穴
住
居
一
棟
・
掘
立
柱
建
物
二
棟
が
構
築
さ
れ
て
い
る
。

大
型
の
竪
穴
住
居
は
、
長
辺
が
約
―

-
m
を
測
る
長
方
形
の
も
の
で
、
内
部
か

ら
焼
土
面

・
小
塊
状
の
鉄
滓
が
検
出
さ
れ
、
鉄
生
産
に
関
わ
る
工
房
跡
と
考
え

【

H
地
区
】
（
遺
跡
西
辺
の
低
地
）

道
路
は
路
面
幅
ニ

・
五
m
、
両
側
に
一

・
五
m
の
側
溝
を
持
ち
、
ほ
ぼ
南
北

方
向
に
延
び
る
。
側
溝
内
か
ら
は
奈
良
時
代
中
頃
の
土
器
が
多
量
に
出
土
し
て

お
り
、
通
常
で
は
稀
な
赤
彩
土
師
器
の
食
膳
具
が
卓
越
し
て
い
る
こ
と
や
、
土

器
の
完
形
率
が
異
常
に
高
い
こ
と
か
ら
、
何
ら
か
の
祭
祀
の
後
に
一
括
廃
棄
さ

げ
ら
れ
る
。

で
封
鍼
木
簡
が
製
作
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

注
目
さ
れ
る
遺
物
と
し
て
は
、
「
田
長
」
の
墨
書
土
器

・
緑
釉
鳥
形
硯
が
あ

が
付
近
に
あ
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

木
簡
の
種
類
は
、
①
荷
札
・
②
習
書
・
③
封
絨
木
簡
な
ど
に
分
類
で
き
る
。

③
に
は
未
成
品
や
製
作
途
上
で
の
失
敗
品
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
遺
跡
内
部

次
に
木
道
に
つ
い
て
述
べ
る
。
こ
れ
は
前
述
し
た
道
路
跡
と
は
直
交
す
る
方

向
に
延
び
る
も
の
で
、
井
桁
状
に
組
ん
だ
粗
染
の
上
に
半
裁
し
た
丸
太
を
並
べ

路
面
と
し
て
い
る
。
丸
太
の
両
側
に
は
、
材
の
運
搬
に
関
わ
る
挟
り
が
刻
ま
れ

て
い
た
。
層
位
的
に
道
路
跡
と
は
共
存
せ
ず
、
木
道
が
機
能
し
て
い
た
時
期
は

平
安
時
代
以
降
と
な
る
可
能
性
が
強
い
。

【

I
地
区
】
(
C
地
区
の
丘
陵
南
側
の
低
地
）

1
0
棟
以
上
の
掘
立
柱
建
物

が
構
築
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
整
地
は
、
八
世
紀
末
か
ら
何
段
階
か
に
渡
っ
て
実

施
さ
れ
て
お
り
、
も
っ
と
も
新
し
い
も
の
は
『
三
代
賓
録
』
に
見
え
る
貞
観
五

年
の
大
地
震
？
に
起
因
し
た
断
層

・
地
割
れ
に
よ
っ
て
整
地
面
が
切
ら
れ
て
お

少
な
い
。
部
分
的
に
検
出
さ
れ
た
建
物
で
は
、
柱
根
部
の
直
径
が
一
―

-ocmを
越

え
る
も
の
も
あ
り
、
か
な
り
大
規
模
な
建
物
の
存
在
が
予
想
さ
れ
る
。
建
物
の

時
期
は
、
整
地
層
の
年
代
か
ら
八
世
紀
末
ー
九
世
紀
中
葉
を
中
心
と
す
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
が
、
最
終
の
整
地
層
を
覆
う
II
層
に
は
、
そ
れ
以
後
九
世
紀
末

ま
で
の
遺
物
も
包
含
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
頃
ま
で
何
ら
か
の
施
設
が
存
在
し
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八幡林遺跡の時代的変遷

に
す
ぎ
な
い
。

地
層
を
覆
う
黒
色
土

(II
層
）
に
大
別
さ
れ
る
が
、
整
地
層
に
含
ま
れ
て
い
た

遺
物
は
比
較
的
少
な
い
。
各
層
の
時
期
は
、
①
八
世
紀
末
ー
九
世
紀
前
葉
・
②

八
世
紀
末
ー
九
世
紀
中
葉

・
③
九
冊
紀
中
頃
し
九
世
紀
末
と
考
え
ら
れ
、
各
層

か
ら
多
量
の
文
字
資
料
が
出
土
し
た
。
文
字
の
内
容
か
ら
は
、
①

・
②
層
と
、

③
層
と
の
間
に
大
き
な
差
異
が
窺
え
る
。

①
・
②
層
出
土
の
墨
書
土
器
に
は
、

「大
領
」

「
石
屋
大
領
」
「
大
家
騨
」
「
郡

佐
」
「
郡
」
「
郡
殿
」
「
南
殿
」
「
南
家
」
「
大
厨
」
な
ど
、
郡
に
関
わ
る
職
名
や

施
設
名
•
関
連
す
る
官
術
の
名
称
を
表
す
も
の
が
多
い
点
に
特
色
が
あ
る
。

同
層
か
ら
は
木
簡
も
七

0
点
以
上
が
出
土
し
て
お
り
、
郡
に
対
す
る
物
品
の

請
求
・
進
上
に
関
わ
る
帳
簿
様
の
木
簡
や
、
物
品
に
付
け
ら
れ
た
荷
札
、

「大

領
殿
門
」

「
郡
殿
門
」
と
宛
書
き
さ
れ
た
封
絨
木
簡
、
習
書
、
郡
符
な
ど
が
見

ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
は
、
墨
書
土
器
同
様
に
郡
術
関
連
遺
跡
に
特
有
な
も

の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
③
層
で
は
木
簡
の
出
土
は
見
ら
れ
ず
、
墨
書
土
器
の
内
容
に
つ

い
て
も
「
由
」
「
有
」
「
草
」
「
卒
」
な
ど
、
意
味
不
明
の
一
字
墨
書
の
例
が
ほ

と
ん
ど
で
あ
り
、
僅
か
に
「
北
殿
」
「
北
家
」
に
官
術
的
色
彩
が
認
め
ら
れ
る

こ
の
差
異
は
そ
の
他
の
遺
物
の
面
に
も
反
映
さ
れ
て
お
り
、
①
・
②
層
に
の

み
、
漆
器
の
円
形
容
器
や
長
頸
瓶
な
ど
の
高
級
品
・
皇
朝
銭
・
帯
金
具
・
太
刀

遺
物
が
出
土
し
た
層
は
、
①
整
地
層
直
下
の
泥
炭
層
・
②
整
地
層
中
・
③
整

次
に
本
地
区
出
土
の
遺
物
に
つ
い
て
述
べ
る
。

こ
の
ほ
か
C
.
G
地
区
の
掘
立
柱
建
物

一
棟
・
大
型
の
竪
穴
住
居
一
棟
も
、

建
物
の
軸
が
一
致
す
る
こ
と
か
ら
当
該
期
の
遺
構
と
考
え
ら
れ
、
両
地
区
に
見

ら
れ
る
郭
状
の
テ
ラ
ス
は
、
こ
の
段
階
に
造
成
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
丘
陵

斜
面
が
雛
壇
状
に
造
成
さ
れ
、
そ
の
上
に
建
物
が
立
ち
並
ぶ
さ
ま
は
、
弥
生
時

と
か
ら
、
水
場
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

八
幡
林
遺
跡
の
時
代
的
変
遷

以
上
、
八
幡
林
遺
跡
内
各
地
点
の
調
査
状
況
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
が
、

そ
の
成
果
に
基
づ
き
、
時
期
別
の
遺
跡
の
動
態
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

八
幡
林
遺
跡
は
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
機
能
し
て
お
り
、
そ
の

成
立
か
ら
終
焉
の
過
程
は
、
大
き
く
四
期
に
時
期
区
分
さ
れ
る
。

八
幡
林
遺
跡
が
成
立
す
る
時
期
で
あ
る
。
当
該
期
の
遺
構
・
遺
物
は
、

A
.

B
の
二
地
区
で
確
認
さ
れ
て
い
る
。
伴
出
遺
物
が
乏
し
く
詳
細
は
不
明
だ
が
、

G
地
区
お
よ
び

C
地
区
東
斜
面
の
遺
構
の
一
部
は
、
こ
の
時
期
ま
で
遡
る
可
能

I
期
の
遺
構
は
、

B
地
区
で
ほ
ぼ
東
西
棟
の
掘
立
柱
建
物
四
棟
・
竪
穴
住
居

一
棟
、
A

地
区
で
溝
が
一
条
•

井
戸
一
基
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

A
地
区
に
は
建
物
が
存
在
せ
ず
、
沢
地
で
良
好
な
湧
水
に
恵
ま
れ
て
い
る
こ

性
が
あ
る
。

【

I

期
】

金
具

・
円
面
硯
な
ど
特
殊
な
遺
物
が
伴
う
。
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該
期
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
可
能
性
が
高
い
。

代
に
お
け
る
高
地
性
集
落
や
中
世
城
館
の
景
観
を
連
想
さ
せ
る
。

は
少
な
い
。

A
地
区
S
D
三
七
か
ら
出
土
し
た
一
ー
ニ
号
木
簡
は
当
該
期
に
位

置
づ
け
ら
れ
、
い
ず
れ
も
古
志
郡
外
の
蒲
原
郡
や
沼
垂
城
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い

I
期
の
実
年
代
は
、
二
号
木
簡
に
見
ら
れ
る
「
養
老
」
の
年
号
や
、
伴
出
し

た
土
器
の
型
式
か
ら
、
八
世
紀
初
頭
に
は
遡
ら
な
い
八
世
紀
前
葉
に
位
置
づ
け

当
該
期
は
遺
跡
の
変
遷
の
中
で
最
も
広
が
り
を
持
ち
、
低
地
部
に
規
模
の
大

き
な
道
路
が
作
ら
れ
る
な
ど
、
官
街
が
最
も
充
実
し
た
段
階
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
時
期
の
遺
物
は
、

A
.
D
.
H
地
区
を
中
心
に
遺
跡
全
域
か
ら
発
見
さ
れ

II
期
の
遺
構
と
し
て
は
、

B
地
区
の
掘
立
柱
建
物
五
棟
が
当
該
期
に
属
す
る

可
能
性
が
あ
り
、

I
期
の
建
物
と
の
切
り
合
い
関
係
も
こ
れ
と
矛
盾
し
な
い
。

建
物
の
方
位
は
、

I
期
の
そ
れ
よ
り
西
に
九
度
前
後
振
れ
る
こ
と
が
判
明
し
て

い
る
。

C
地
区
東
斜
面
お
よ
び
G
地
区
の
建
物
で
同
方
位
を
示
す
三
棟
も
、
当

こ
の
ほ
か
の
遺
構
と
し
て
は
、

B
地
区
で
性
格
不
明
の
円
形
周
溝
、

H
地
区

の
道
路
遺
構
が
あ
る
。

D
地
区
か
ら
遺
構
は
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
煮
沸
用

の
土
師
器
甕
が
大
量
に
廃
棄
さ
れ
て
お
り
、
近
接
し
て
厨
が
存
在
し
た
可
能
性

て
い
る
。

I
期
の
遺
物
は
大
半
が
A
地
区
で
発
見
さ
れ
て
お
り
、
丘
陵
上
か
ら
の
出
土

【

III

期
】

奈
良
三
彩

・
緑
釉
鳥
形
硯
、

H
地
区
を
中
心
に
出
土
し
た
墨
書
土
器
・
木
簡
が

墨
書
土
器
に
は
、
「
郡
」
「
郡
殿
新
」
「
石
屋
殿
」
「
厨
」
「
田
長
」
な
ど
郡
や

そ
れ
に
関
わ
る
施
設
名
・
職
名
を
示
す
も
の
が
多
く
、
郡
術
関
連
の
施
設
が
存

在
し
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
、
石
屋
城
の
当
て
字
の
可
能
性

が
あ
る
「
石
屋
木
」
も
存
在
し
、

I
期
に
お
け
る
蒲
原
郡
や
沼
垂
城
か
ら
発
せ

ら
れ
た
木
簡
の
問
題
と
共
に
、
初
期
の
八
幡
林
遺
跡
の
性
格
付
け
に
は
郡
以
外

の
機
能
に
つ
い
て
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

木
簡
に
は
、
荷
札

・
習
書
・
封
誠
木
簡
が
あ
り
、
習
書
に
は
郡
の
文
字
を
記

し
た
も
の
が
あ
る
。
封
絨
木
簡
に
は
、
未
成
品
や
製
作
途
上
で
の
失
敗
品
が
含

ま
れ
、
遺
跡
内
部
で
封
誠
木
簡
が
製
作
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

当
該
期
の
位
置
づ
け
は
、
共
伴
し
た
土
器
の
型
式
か
ら
八
世
紀
中
葉
頃
と
考

え
ら
れ
る
。

11
期
と

III
期
は
連
続
せ
ず
、
土
器
に
し
て
一
型
式
程
度
の
空
白
期
間
が
存
在

し
、
こ
の
間
の
遺
構
遺
物
は
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。

III
期
は
C
地
区
の
丘
陵
上
が
大
き
く
削
平
さ
れ
、
東
側
斜
面
の
テ
ラ
ス
が
多

量
の
削
平
土
で
覆
わ
れ
る
と
と
も
に
、
南
端
の
丘
陵
裾
が
切
り
崩
さ
れ
、
そ
の

土
砂
で

I
地
区
の
低
地
埋
め
立
て
が
行
わ
れ
る
。
当
該
期
の
建
物
は
、
造
成
さ

【

II

期
】

ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

あ
げ
ら
れ
る
。

II
期
の
遺
物
で
注
目
さ
れ
る
も
の
と
し
て
は
、

A
.
D
地
区
か
ら
出
土
し
た

が
高
い
。
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絨
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
。

荷
札

「郡
符
」

「大
領
殿
門
」

「郡
殿
門
」
と
宛
書
き
さ
れ
た
封

わ
し
い
。

）
れ
ら
に
伴
っ
て
、
多
量
の
文
字
資
料
が
出
土
し
て
い
る
。

れ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

れ
た

C
.
I
地
区
に
の
み
見
ら
れ
、
前
段
階
ま
で
多
数
の
建
物
が
存
在
し
た

B

当
該
期
の
遺
構
と
し
て
は
、

C
地
区
の
四
面
庇
付
建
物
と
、

I
地
区
に
中
小

の
建
物
が
数
棟
確
認
さ
れ
て
お
り
、
前
者
は
八
幡
林
遺
跡
の
中
で
は
最
大
規
模

の
も
の
で
あ
る
。

III
期
の
遺
物
は

I
地
区
で
多
量
に
出
土
し
て
お
り
、
神
功
開
賓

・
帯
金
具
の

鈍
尾
と
巡
方

・
太
刀
外
装
具
の
帯
執
足
金
具

・
円
面
硯

・
風
字
硯
な
ど
官
衡
に

特
徴
的
な
遺
物
の
ほ
か
、
漆
器
の
円
形
容
器

・
長
頸
瓶

・
壺
蓋

・
皿
な
ど
の
高

級
品
も
多
く
、
注
目
さ
れ
る
。
漆
器
の
長
頸
瓶
は
、
都
の
官
営
工
房
で
製
作
さ

墨
書
土
器
は

「郡」

「郡
殿
」

「石
屋
大
領
」
「
大
領
」
「
郡
佐
」

「南
殿
」
「
南

家」

「
田
殿
」
「
大
厨
」
「
厨
」
な
ど
、
郡
あ
る
い
は
そ
れ
に
関
連
す
る
施
設

名

・
職
名
を
示
す
も
の
が
卓
越
し
て
い
る
。

方
位
を
示
す
も
の
は
南
に
限
ら
れ
、

I
地
区
建
物
群
は
当
時

「南
殿
」
「
南

家
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
場
合
、
本
地
区
の
北
方
に
所

在
し
た
中
心
的
な
建
物
（
正
殿
）
は
、
C
地
区
の
四
面
庇
付
建
物
が
最
も
ふ
さ

木
簡
で
は
、
郡
に
対
す
る
物
品
の
請
求

・
進
上
に
関
わ
る
帳
簿
様
の
も
の
や

・
習
書

・

地
区
は
機
能
を
失
う
。

こ
れ
ら
文
字
資
料
に
共
通
し
て
、
郡
に
関
連
す
る
も
の
が
多
く
、
特
に
大
領

に
つ
い
て
の
内
容
が
目
立
つ
。
し
か
し
一
方
で
、
他
の
官
司
名
を
表
記
し
た
も

の
が
稀
少
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
期
の

C
.
I
地
区
は
大
領
個
人
に
関
わ
る

III
期
の
年
代
は
、
共
伴
し
た
土
器
の
型
式
か
ら
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
前
葉

頃
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
段
階
に
な
る
と
丘
陵
上
の
建
物
群
は
消
滅
し
、
掘
立
柱
建
物
は

I
地
区

w期
の
遺
構
と
し
て
は
、

III
期
に
造
成
が
開
始
さ
れ
た

I
地
区
の
埋
立
地
が

拡
大
し
、
そ
の
上
に
若
干
の
掘
立
柱
建
物
や
畠
が
構
築
さ
れ
る
ほ
か
、

A
地
区

で
竪
型
の
製
鉄
炉
と
そ
れ
に
伴
う
作
業
場
、

B
.
C
.
G
地
区
で
炭
焼
窯
や
土

w
期
の
遺
物
は
主
に
A
.
I

•

D

地
区
か
ら
発
見
さ
れ
て
お
り
、
石
帯
や
緑

墨
書
土
器
は
、

「由
」
「
野
」
「
有」

「草
」
な
ど
意
味
不
明
の
一
字
墨
書
が
主

体
で
あ
る
。
官
術
的
な
表
記
は
「
北
殿
」

「北
家
」

接
結
び
つ
く
も
の
は
無
く
な
る
。
ま
た
、

の
み
が
見
ら
れ
、
郡
と
直

m期
に
お
い
て

「南
殿
」
「
南
家
」

「南
」
と
表
記
さ
れ
て
い
た
が
、
当
該
期
に
は

「北
殿
」

「北
家
」

「北
」
に
変

わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
北
方
に
あ
っ
た
中
心
施
設
（
四
面
庇
付
建
物
）
の
廃

絶
や
、
官
術
内
部
に
お
け
る
レ
イ
ア
ウ
ト
の
変
更
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

釉
陶
器
各

一
点
と
、
墨
書
土
器
が
注
目
さ
れ
る
。

坑

．
竪
穴
住
居
な
ど
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

に
の
み
見
ら
れ
る
。

【

W

期
】

館
及
び
、
そ
の
付
属
施
設
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
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八幡林遺跡の時代的変遷

て
も
か
け
が
え
の
な
い
遺
跡
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

問
が
残
り
、
今
後
の
検
討
課
題
と
言
え
よ
う
。

か
ら
発
せ
ら
れ
た
木
簡
や
、
「
石
屋
木
」

の
墨
書
土
器
の
存
在
、
④
八
世
紀
後

特
集 『
和
島
村
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書

ま

と

め

か
ら
、
九
泄
紀
中
葉
か
ら
九
世
紀
末
頃
に
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

w期
の
年
代
は
、
前
項
で
述
べ
た
地
震
と
の
関
係
や
共
伴
し
た
土
器
の
型
式

方
々
に
対
し
、
こ
こ
に
感
謝
を
述
べ
本
稿
を
終
わ
り
た
い
。

容
が
大
き
く
変
容
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。

内
容
を
除
け
ば
、

一
般
集
落
の
様
相
と
大
差
が
な
く
、
前
段
階
と
は
遺
跡
の
内

当
該
期
は
掘
立
柱
建
物
の
周
囲
に
畠
を
伴
う
こ
と
や
、
石
帯
・
一
部
の
墨
書

八
幡
林
遺
跡
は
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
機
能
し
て
お
り
、
各
期

に
共
通
し
て
「
郡
』
に
関
わ
る
文
字
資
料
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
古
志
郡
術

に
関
連
し
た
重
要
な
施
設
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
。
し
か
し
、
単
純
に
郡
術

と
断
定
す
る
に
は
、
①
正
倉
の
欠
如
、
②
複
雑
な
地
形
を
取
込
み
、
狭
小
な
丘

陵
を
大
規
模
に
造
成
し
て
建
物
が
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
③
蒲
原
郡
と
沼
垂
城

半
に
遺
構
が
確
認
で
き
な
い
空
白
期
間
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
な
ど
の
点
で
疑

本
遺
跡
の
示
す
内
容
は
、
古
代
に
お
け
る
地
方
支
配
を
知
る
上
で
極
め
て
重

要
な
情
報
で
あ
り
、
丘
陵
を
取
り
巻
く
低
地
部
に
は
、
ま
だ
木
簡
な
ど
多
量
の

文
字
資
料
の
埋
蔵
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
越
後
の
み
な
ら
ず
全
国
的
に
見

る。

最
後
に
、
平
成
六
年
四
月
十
五
日
に
国
の
文
化
財
保
護
審
議
会
か
ら
答
申
が

出
さ
れ
て
い
た
八
幡
林
遺
跡
の
史
跡
指
定
は
、
平
成
七
年
三
月
十
五
日
の
官
報

で
告
不
と
な
り
、
こ
こ
数
年
来
懸
案
と
な
っ
て
い
た
八
幡
林
遺
跡
の
保
存
が
確

定
し
た
。
確
認
調
査
か
ら
史
跡
指
定
申
請
ま
で
指
導

・
援
助
を
頂
い
た
多
く
の

八
幡
林
遺
跡
を
め
ぐ
っ
て
」

（
八
幡
林
遺
跡
関
係
主
要
文
献
）

坂
井
秀
弥
•
田
中
靖
一
九
九
一
「
新
潟
県
八
幡
林
遺
跡
と
出
土
木
簡
」

「日
本
歴

史
」
第
五
ニ
―
号
吉
川
弘
文
館

小
林
昌
ニ
―
九
九
二
「
八
幡
林
遺
跡
等
新
潟
県
内
出
土
の
木
簡
」
『
木
簡
研
究
」

第
一
四
号
木
簡
学
会
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